
 

議員提出議案第２３号 

 

少子化対策の拡充として不妊治療の実態調査及び助成額の 

引き上げ、所得制限の見直しを求める意見書 
 

未婚率の上昇や晩婚化・晩産化などを背景として少子化が進行しており、平成３０年の出生数

は過去最低の９１万８，４００人となった。こうした状況の下、国の活力を維持していくために

は、少子化対策が喫緊の課題である。 

一方、晩婚化・晩産化の進行に伴って、３組に１組の夫婦が不妊に悩んでおり、５．５組に１

組の夫婦が不妊検査や不妊治療を受けていると言われている。また、体外受精及び顕微授精（以

下「特定不妊治療」という。）には医療保険が適用されず、一般的に１回当たり３０万円から６

０万円の費用がかかるとされている。国は平成１６年度に、不妊治療に係る経済的負担の軽減を

目的として、特定不妊治療に係る費用の一部を助成する「不妊に悩む方への特定治療支援事業」

（以下「特定治療支援事業」という。）を開始した。しかし、特定治療支援事業は、１回の治療

について１５万円（初回の治療に限り３０万円）を上限として治療費の助成を行うものに過ぎず、

経済的支援として不十分である。 

よって国におかれては、不妊に悩む方をさらに支援するため、医療保険の適用対象とすること

を視野に入れ、まずは実態調査を行い、助成額の引き上げ、所得制限の見直しと合わせて治療に

専念できる総合的な基盤整備を早急に実施すること及び人工授精について特定治療支援事業の対

象として認めることを強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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